
千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を

定めることにより、千葉市男女共同参画ハーモニー条例（平成１４年千葉市

条例第３４号）の理念に基づき、すべての市民が個人として尊重され、さま

ざまな個性が響きあい、認めあいながら形づくる社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、次に掲げる事項を約

した２人の者の関係をいう。 

ア 互いの合意のみに基づいて成立し、パートナーシップを形成しようとす

る２人の者が同等の権利を有し、相互の協力により維持される関係である

こと。 

イ 同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、必要な費用を分

担すること。 

（２）宣誓 パートナーシップを形成しようとする２人の者が、互いをパート

ナーとし、前号に規定する事項を約することを市長に対して誓うことをい

う。 

（３）申告 本市域内へ転入前に、別に定める地方公共団体において、第４条

に規定する宣誓に類する行為をし、第８条に規定する証明書及び証明カー

ドに類する書類（以下「証明書等類似書類」という。）の交付を受けた２人

の者が、当該事実及びパートナーシップを形成していることを市長に対し

て申し出ることをいい、宣誓と同様のものとみなす。 

（宣誓の要件） 

第３条 民法（明治２９年法律第８９号）第４条に規定する成年に達していな

い者は、宣誓をすることができない。 

２ ２人の者のいずれも、本市域内に住所を有せず、かつ、本市域内への転入

を予定していない場合には、宣誓をすることができない。 

３ 配偶者のある者は、宣誓をすることができない。 

４ 共に宣誓をしようとしている者以外の者とパートナーシップを形成してい

る者は、宣誓をすることができない。 

５ 民法第７３４条から第７３６条までに規定する婚姻をすることができない



者同士の間では、宣誓をすることができない。ただし、同法第７２９条の規

定により親族関係が終了した者同士の間においては、この限りでない。 

（宣誓の方法） 

第４条 宣誓をしようとする者は、パートナーシップ宣誓書（様式第１号。以

下「宣誓書」という。）に次の各号に掲げるすべての書類を添えて市長に提出

するものとする。 

（１）住民票の写し（宣誓日前３か月以内に発行されたものに限る。）、マイナ

ンバーカード、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格

証明書等（有効期間内であるものに限る。）であって住所が記載されている

もの 

（２）現に婚姻をしていないことを証明する書類（宣誓日前３か月以内に発行

されたものに限る。） 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定により宣誓を行った２人の者（以下「宣誓者」という。）が、い

ずれも本市域内へ住所を有していない場合には、宣誓書の確認事項欄に記載

した転入予定日から１４日以内に、本市域内へ転入したことが確認できるも

の（住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証その他官公署が発行し

た免許証、許可証、資格証明書等（有効期間内であるものに限る。）であって

住所が記載されているもの）を提出し、又は提示するものとする。 

３ 宣誓者が本人であるかどうかの確認方法については、戸籍法（昭和２２年

法律第２２４号）第２７条の２第１項の規定の例による。 

（通称名の使用） 

第５条 宣誓には通称名を使用することができる。 

（申告の方法） 

第６条 申告をしようとする者は、パートナーシップ宣誓継続申告書（様式第

２号。以下「申告書」という。）に次の各号に掲げるすべての書類を添えて市

長に提出するものとする。 

（１）転入前に交付を受けた証明書等類似書類 

（２）住民票の写し（申告日前３か月以内に発行されたものに限る。）、マイナ

ンバーカード、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格

証明書等（有効期間内であるものに限る。）であって別に定める地方公共団

体の区域内から本市域内への転入が確認できるもの 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 第４条第３項及び前条の規定は、申告をする場合について準用する。この

場合において、「宣誓」とあるのは「申告」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定による申告は第４条第１項の規定による宣誓とみなし、申告



した者は、宣誓者とみなすものとする。 

（子に関する届出） 

第７条 宣誓者は、一方又は双方の未成年の子（実子又は養子に限る。以下「子」

という。）の届出をすることができる。 

２ 子の届出をしようとする者は、子に関する届（様式第３号）を宣誓者の双

方で記載し、次に掲げる書類を添え、当該子の親（養子の場合にあっては養

親）が市長に提出するものとする。この場合において、１５歳以上の子につ

いて届出をするときは、事前に当該子の同意を得るものとする。 

（１）子であることを証明する書類 

（２）前号に掲げるもののほか市長が認める書類 

３ 宣誓者は、前項の規定による届出事項に変更があった場合は、子に関する

届に変更後の事項を確認できる書類を添えて市長に提出するものとする。 

４ 宣誓者又は１５歳以上の子は、当該子の届出の削除を希望するときは、子

に関する届を市長に提出するものとする。 

５ 前３項の規定により子に関する届を受けたときは、第４条第３項に規定す

る方法により、本人確認を行うものとする。 

（証明書及び証明カードの交付） 

第８条 第１３条の規定に基づき宣誓書又は申告書が保存されている場合に限

り、パートナーシップ宣誓証明書等交付申請書（様式第４号）により、宣誓

者はパートナーシップ宣誓証明書（様式第５号。以下「証明書」という。）及

びパートナーシップ宣誓証明カード（様式第６号。以下「証明カード」とい

う。）の交付を、前条の規定により届出をされた子は証明書の交付を申請する

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定による交付の申請を受けた場合には、当該申請を行っ

た者に対し、第４条第３項に規定する方法による本人確認を行った上で、証

明書及び証明カードを交付するものとする。この場合において、第５条の規

定により通称名を使用したときには、戸籍に記載されている氏名（外国人等

の場合には、これに準ずるもの）を証明書及び証明カードに記載するものと

する。 

３ 第６条第１項に規定する申告をした場合は、第１項に規定する証明書の交

付申請をしたとみなすものとする。 

４ 市長は、前条第２項の届出を受けている場合は、証明書及び証明カードに

当該届出を受けた子の氏名及び生年月日を記載するものとする。 

（パートナーシップの変更等及び証明書等の返還） 

第９条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ

変更・解消届（様式第７号）により市長に届け出るものとする。この場合に



おいては、第４条第３項に規定する本人確認の手続を準用する。 

（１）住所、氏名その他宣誓又は申告時に提出した書類の記載事項に変更があ

ったとき。この場合においては、変更後の事項を確認できる書類を提出し、

又は提示するものとする。 

（２）パートナーシップが解消されたとき。 

（３）双方が本市域外へ転出したとき。 

（４）一方が死亡したとき。 

（５）宣誓時に提出した書類の確認事項に変更があり、宣誓の要件に該当しな

くなったとき。 

２ 宣誓者は、前項第２号、第３号又は第５号に該当する場合には、交付を受

けた証明書及び証明カードを返還するものとする。ただし、国又は地方公共

団体の機関への提出等の理由により返還することが困難なときは、この限り

でない。 

３ 市長は、第１項の届出があった場合において、宣誓者のうちに、同項後段

の規定による確認をすることができない者があるときは、当該届出を受領し

た後遅滞なく、その者に対し、当該届出を受領したことを通知するものとす

る。 

４ 前項の通知については、戸籍法第２７条の２第２項の規定の例による。 

５ 市長は、宣誓者が別に定める地方公共団体へ転出し、当該地方公共団体の

首長に対して申告した場合は、第１項の規定により届出がなされ、第２項の

規定により証明書及び証明カードが返還されたものとみなすことができる。 

（パートナーシップの無効） 

第１０条 パートナーシップは、次に掲げる場合に限り、無効とする。 

（１）当事者間にパートナーシップを形成する意思がないとき。 

（２）第３条各項の規定により、宣誓することができない事由が判明したとき。

この場合において、当該パートナーシップは、将来に向かってその効力を

失う。 

２ 市長は、前項の規定によりパートナーシップを無効とするに当たっては、

あらかじめ千葉市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、前項の規定によりパートナーシップを無効とした場合には、宣誓

者に交付した証明書及び証明カードの返還を求めるものとする。 

（市における宣誓書及び申告書の取扱い） 

第１１条 市長は、この要綱の規定に基づいて行われた宣誓及び市が交付した

証明書の趣旨にのっとり、施策を行わなければならない。 

（市民及び事業者への周知） 

第１２条 市長は、市民及び事業者がこの要綱の規定に基づいて行われた宣誓、



申告及び市が交付した証明書の趣旨を理解し、その社会活動の中で最大限に

尊重され公平かつ適切な対応を行うよう、周知啓発に努めなければならない。 

（宣誓書及び申告書の保存期間） 

第１３条 市長は、宣誓書及び申告書を３０年間保存するものとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市民局長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年１月２９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年２月１日から施行する。 


